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地域協議会だより 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
地域活動支援事業は、身近な地域自治を推進し、地域における課題解決やそれぞれの

地域の活力を向上するため、市民の皆さんが自発的・主体的に行う地域活動に対して支

援を行う制度です。三和区では、令和 4 年度事業の募集を 4 月 1 日（金）から開始しま

す。 
 
◆事業の内容 

・団体等が主体的に取り組む活動に対し、市が補助金を交付します。 

◆事業を提案できる方 

・5人以上で構成し、市内で活動する法人又は団体（政治や宗教活動を目的とする 

法人等及び営利法人を除く。） 

 ◆その他 

・三和区の採択方針等は、次のとおりです。 

・詳細は、町内回覧（3月下旬）の「募集要項」をご覧ください。 

・三和区での応募をお考えの方は、総務・地域振興グループまでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度地域活動支援事業について 

≪ 令和 4年度地域活動支援事業三和区採択方針等 ≫ 

募集期間 4月 1日（金）～4月 22日（金）※土、日曜を除く 

補助率・ 

限度額 

補助率 

・10/10以内 

※事業内容、審査の結果により補助金額の減額・調整を行う

場合があります。 

※同一団体の同一事業は、採択 3回目から 8/10以内となり、

令和元年度（平成 31年度）事業からカウントします。 

上限 150万円 

下限 1万円 

補助対象外事業 防犯灯、外灯等の LED化事業（新設・更新を含む） 

優先採択方針 

次の 6項目 

①地域活性化事業  ②安全・安心サポート事業 

③地域農業振興事業  ④歴史的資産の保全・保存事業 

⑤健全育成または健康推進事業  ⑥人材養成・確保事業 

1団体からの提案件数の

制限 
なし 

 

令和 4 年度の本事業の予算は、令和 4 年第 1 回（3 月）上越市議会定例会での議決

をもって成立します。 
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その後のフリートークでは活発に意見が飛び交い、『体を動かすと心も動くんですよ』

のお話には一同納得、感心いたしました。車座のスタイルで行ったことも功を奏したと思

います。 

三和区地域協議会だより 第 48号② 

三和区地域協議会だより 第 48号① 

三和区地域協議会では、令和 3 年度実施事業の

活動発表と、令和 4 年度の採択方針等を説明する

「地域活動支援事業活動報告会」を 3月 17日（木）

に開催しました。 

活動発表では、令和 3年度実施された全 12事業、

11団体の皆様から活動の成果や反省点などについ

て発表いただき、質疑応答や意見交換を行いまし

た。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部

中止または変更して実施した事業もありました

が、すべての団体が工夫して活動されていました。 

 

暖かい希望の春が近づいていますが、国外ではロシアによるウクライナ

侵攻、中国北京では、平和の祭典パラリンピックを混乱の中、開幕。 

提案団体のヒアリング等 必要に応じてヒアリング及び現地確認を実施 

提案団体からの相談・ 

書類の受付担当 
総務・地域振興グループ 地域振興班 

審査・ 

採点 

方法 

審査員 三和区総合事務所の次長、グループ長、各班長 

審査項目 基本審査、三和区の採択方針、共通審査基準 

採点方法 採点票（審査項目）により審査員が個々に採点 

傾斜配分 なし 

採択ライン 

(下限点数) 
共通審査項目の点数が 13点以上（25点満点） 

その他 

・点数の上位の事業から配分額の範囲で採択します。 

・配分額ライン上にある事業は、補助率にかかわらず配分額ま

での額を補助額とし、辞退の場合は、次点の提案事業を繰り

上げて採択します。 

・採択ラインに達している事業において、事業内容等を勘案し、

補助金額等を調整した上で、一部又は全ての事業を採択する

場合があります。 

地域協議会への報告 提案事業の受付状況及び採択結果を報告 

追加募集 なし 

その他 5万円以上の経費は、2者以上の見積書を添付してください。 

 

▲ 事業実施団体による発表の様子 

編集後記 

令和３年度地域活動支援事業活動報告会を開催しました 

国内では新型コロナ感染拡大が収まらず、新潟県内にまん延防止等重点措置が適用さ

れ、生活、経済様式が一変しました。県内のまん延防止等重点措置は解除されましたが、

不安要素の多い今日この頃です。 

 このような状況だからこそ、地域の活性化、人材育成、安全・安心等の課題整理のため

各種団体との話し合いを進め、何が必要か意見を集約し、住んで良かったと言われる地域

になるよう課題解決に向け努力したいと思います。 

                                  田辺 敏行 記 


